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令和 7年 1月 10日 

報道関係各位 

～インクルーシブ遊具で誰もが安心して一緒に遊べる公園に～ 

ネーミングライツ・パートナーとの 

協定締結式を実施します 
 

 

 

 

 

■ネーミングライツの決定について 

【施設】田園広場公園（福生市北田園 1-54） 

【愛称】にっとぱーく ふっさ 

【期間】令和 7年 1月 24日～令和 22年 1月 23日（15年間） 

【対価】インクルーシブ遊具（ブランコ、回転遊具、滑り台、砂場）  

 

〈インクルーシブ遊具とは〉 

 障がいの有無などに関わらず、すべての子どもたちが安心し

て、一緒に遊ぶことができる遊具のことです。 

〈ネーミングライツについて〉 

福生市では、市の施設にネーミングライツ制度を導入していま

す。田園広場公園のネーミングライツ導入は、S&D フィールド福

生、S&Dたまぐー福生中央図書館に続き、3例目になります。 

 

■協定締結式概要 

【日時】1月 24日（金）午前 10時～ 

【場所】福生市役所第一棟 4階庁議室 

【参加者】加藤市長、日都産業株式会社代表取締役社長 山中 慎
し ん

吾
ご

氏ほか 

※令和 7年 5月下旬ごろに「遊具お披露目式」を予定しています。詳細が決まりましたら改め

てお知らせします。 

 

【問合せ】環境政策課緑と公園係 ℡042-551-1985 

福生市の田園広場公園について、日都
に っ と

産業株式会社をネーミングライツ・パートナーとす

ることが決定しました。日都産業株式会社との協定書の締結にあたり、協定締結式を 1 月

24日（金）に実施します。本協定では福生市として初めて、対価として「インクルーシブ遊

具」を設置していただきます。 

▲インクルーシブ遊具のイメージ 


